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注　１　海上保安庁資料による。
　　２　死者・行方不明者には，病気等によって操船が不可能になったことにより，船舶が漂流するなどの海難が発生した場合の死亡した操船者を含む。

第１章 海難等の動向
1近年の海難等の状況
我が国の周辺海域において，交通安全基本計画の
対象となる海難に遭遇した船舶（以下「海難船舶」
という。）の隻数の推移をみると，第２次交通安全
基本計画期間（昭和５１～５５年度）の年平均隻数では
３，２３２隻であったものが，平成２３年では，２，５０８隻と
なっており，約２割減少した（第２―１図）。
これを用途別にみると，漁船の海難は１，３８２隻（全
体の４３％）であったものが，８７１隻（３５％）まで減
少し，貨物船の海難は８６４隻（２７％）であったもの
が２４０隻（１０％）まで減少した。
一方，モーターボート，ヨット等のプレジャー

ボート※及び遊漁船（以下「プレジャーボート等」
という。）の海難は３７６隻（１２％）であったものが，
１，１４２隻まで増加し，全体の４５％を占めるに至った。
このほか，タンカーの海難は，１９９隻であったも
のが８２隻まで減少し，旅客船の海難については７５隻
であったものが３１隻まで減少した（第２―２図）。
このような海難船舶の状況から，船舶自動識別装
置（AIS）※を活用した次世代型航行支援システムの
整備・運用を始め，海難防止思想の普及，民間団体
の海難防止活動の展開，気象・海象情報の提供の充
実等の各種安全対策を計画的に推進してきた成果が
認められる反面，プレジャーボート等の海難の増加
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※ プレジャーボート
モーターボート，ヨット，水上オートバイ等個人がレジャーに用いる小型船舶。スポーツ又はレクリエーションに用い
られるヨット，モーターボート等の船舶の総称。

※ 船舶自動識別装置（AIS）
AIS は，船名，大きさ，針路，速力などの航海に関する情報を自動的に送受信する装置で，総トン数３００トン未満の旅
客船及び総トン数３００トン以上の船舶であって国際航海に従事するもの並びに総トン数５００トン以上の船舶であって国際
航海に従事しないものへの搭載が義務付けられている。

第２―１図 海難船舶隻数及びそれに伴う死者・行方不明者数の推移
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については，近年の国民の余暇志向の高まりに伴
い，マリンレジャーが急速かつ広範に国民に普及
し，運航のための初歩的な知識・技能の不足した運
航者の増加が，その背景にあるものと考えられる。
また，交通安全基本計画の対象となる船舶からの
海中転落者数の推移をみると，第２次交通安全基本

計画期間の年平均人数では３１３人であったものが，
平成２３年では１７５人となっており，４割以上の減少
となった（第２―３図）。
海難による死者・行方不明者の数は，第２次交通
安全基本計画期間の年平均で４２６人であったものが，
平成２３年では１１１人となっており，７割以上の減少

第２―２図 海難船舶の用途別隻数の推移

第２―３図 船舶からの海中転落者数及び死者・行方不明者数の推移
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となった（第２―１図）。
また，船舶からの海中転落による死者・行方不明
者の数は，第２次交通安全基本計画期間の年平均で
２６８人であったものが，平成２３年では１１４人となって
おり，５割以上の減少となった。

2平成２３年中の海難等及び海難救助の状況
⑴海難等の状況
ア 海難船舶等の状況
平成２３年の海難船舶は，２，５０８隻，２２２万総トンで
あり，次のような特徴がみられる。
ア 用途別状況
船舶の用途別では，プレジャーボート等が１，１４２
隻（４５％），漁船が８７１隻（３５％），貨物船が２４０隻
（１０％），タンカーが８２隻（３％），旅客船が３１隻
（１％），その他が１４２隻（６％）である。
イ 海難種類別状況
海難種類別では，衝突が６４０隻（２６％），浸水が４７３
隻（１９％），機関故障が３４０隻（１４％）等である。
ウ 距岸別状況
距岸別では，港内が１，１１７隻（４４％），港内を除く
３海里未満が１，００６隻（４０％），３海里以上１２海里未
満で発生した海難が２６８隻（１１％）等となってお
り，１２海里未満で発生した海難が全体の９５％と大半
を占めた。
エ 海難原因別状況
海難原因別では，見張不十分が４４７隻（１８％），操
船不適切が３２３隻（１３％），船体機器整備不良が２４７
隻（１０％）等運航の過誤によるものが全体の５６％を
占め，これに機関取扱不良２１８隻等を加えた人為的
要因に起因するものが全体の６７％を占めた。
また，船舶からの海中転落者数は１７５人で，これ
を船舶の用途別にみると，漁船が８６人（４９％）で最
も多く，次いでプレジャーボート等が４１人（２３％），
一般船舶が４８人（２７％）である。
イ 死者・行方不明者の発生状況
平成２３年における，海難による死者・行方不明者
数は１１１人（前年より８人増加）であり，このうち
６０％が漁船，１５％がプレジャーボート等によるもの
である。

また，船舶からの海中転落による死者・行方不明
者数は，１１４人（前年より２０人増加）であり，この
うち５４％が漁船，１７％がプレジャーボート等による
ものである。
⑵海難救助の状況
ア 海難船舶等の救助状況
平成２３年は，海難船舶２，５０８隻の中で自力入港し
た６９０隻を除いた１，８１８隻のうち，１，５１９隻が救助さ
れ，救助率（自力入港を除く海難船舶隻数に対する
救助された隻数の割合）は８４％であった。海上保安
庁は，巡視船艇延べ２，３７３隻，航空機延べ５１６機及び
特殊救難隊員延べ２３０人を出動させ，海難船舶５１０隻
を救助した。また，それ以外の海難船舶について
も，巡視船艇・航空機による捜索，救助手配等を
行っており，合わせると１，５７０隻の海難船舶（全体
の６３％）に対して救助活動を行った（第２―４図）。
イ 人命の救助状況
平成２３年は，海難船舶の乗船者９，０８３人の中で自
力救助の５，３９９人を除いた３，６８４人のうち３，５８５人が
救助され，救助率（自力救助を除く海難船舶の乗船
者に対する救助された人数の割合）は９７％であった。
また，船舶からの海中転落者１７５人の中で自力救
助の１５人を除いた１６０人のうち４６人が救助され，救
助率（自力救助を除く海中転落者に対する救助され
た人数の割合）は２９％であった。海上保安庁は，巡
視船艇延べ３５０隻，航空機延べ１４８機を出動させ，海
中転落者（自力救助を除く。）９人を救助した。

3平成２３年中のプレジャーボート等の海難等及び海
難救助の状況
⑴海難等の状況
平成２３年のプレジャーボート等の海難船舶隻数は

１，１４２隻であり，前年より８６隻増加した。これに伴
う死者・行方不明者数は１７人であり，前年より４人
増加した。
この１，１４２隻についてみると，次のような特徴が
みられる。
ア 船型別状況
船型別では，モーターボートが８１１隻（７１％），遊
漁船が７４隻（６％），ヨットが８１隻（７％），水上オー
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注　海上保安庁資料による。

トバイが９１隻（８％），手漕ぎボートが８５隻（７％）
である（第２―５図）。
イ 海難種類別状況
海難種類別では，機関故障が２１８隻（１９％），衝突
が１７９隻（１６％），運航阻害が１７１隻（１５％），乗揚が
１０４隻（９％），推進器障害が８８隻（８％），浸水が
２０８隻（１８％），転覆が４２隻（４％），安全阻害が３９
隻（３％）等である（第２―６図）。
ウ 海難原因別状況
海難原因別では見張り不十分が１６３隻（１４％），機
関取扱不良が１４９隻（１３％），船体機器整備不良が１７３
隻（１５％），操船不適切が１１４隻（１０％），気象・海
象不注意が７０隻（６％）等の人為的要因に起因する
ものが全体の７３％を占めた（第２―７図）。

また，プレジャーボート等からの海中転落者数は
４１人で前年より１３人増加した。このうち，死者・行
方不明者数は１９人で前年より６人増加した。
⑵海難救助の状況
平成２３年は，プレジャーボート等の海難船舶

１，１４２隻の中で自力入港した１８９隻を除いた９５３隻の
うち８３９隻が救助され，救助率は８８％であった。海
上保安庁は，巡視船艇延べ９５１隻，航空機延べ１２６機
及び特殊救難隊員延べ４０人を出動させ，３９０隻を救
助した。また，それ以外の海難船舶についても，巡
視船艇・航空機による捜索，救助手配等を行ってお
り，合わせると７９８隻の海難船舶（プレジャーボー
ト等の海難船舶全体の７０％）に対して救助活動を
行った。

第２―４図 海難船舶の救助状況の推移
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注　1　海上保安庁資料による。　　
　　2　数字は海難種類別の隻数

第２―５図 プレジャーボート等の船型別海難船舶隻数の推移

第２―６図 プレジャーボート等の船型別・海難種類別海難発生状況（平成２３年）
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注　１　海上保安庁資料による。
　　２　数字は原因の隻数

第２―７図 プレジャーボート等の船型別・原因別海難発生状況（平成２３年）


